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凡
　
例

　

日
時
　
　

場
所
　
　

集
合
　
　

対
象
・
定
員
　
　

費
用
　
　

内
容
　
　

講
師
　
　

一
時
保
育
　
　

締
切
日
　
　

申
し
込
み
　
　

問
合
先
　
　
　
　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
　

Ｅ
メ
ー
ル

▢時

▢場

▢集

▢人

▢費

▢内

▢師

▢保

▢締

▢申

▢問

▢ｅ

こどもの人
じん

権
けん

110番
ばん

☎0120-007-110
いじめ・虐

ぎゃくたい

待・体
たい

罰
ばつ

など、悩
なや

みがあったら相
そう

談
だん

ができます。通
つう

話
わ

料
りょう

は無
む

料
りょう

、相
そう

談
だん

内
ない

容
よう

の秘
ひ

密
みつ

は守
まも

ります。
［受

うけ

付
つけ

時
じ

間
かん

］月
げつ

～金
きん

曜
よう

　8：30～17：15（8／21（水
すい

）～27（火
か

）は、平
へい

日
じつ

の19：00までと土
ど

・日
にち

曜
よう

の10：00～17：00も受
うけ

付
つけ

）
LINE
じんけん相

そう

談
だん

▶

　区では、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮
らし続けることができるよう支援するため、日常生活につ
いての質問や緊急連絡先などの調査を行います。お答えい
ただいた内容は、区・民生委員・長寿サポートセンターが
厳重に保管し、日常生活や福祉サービスの相談、緊急時の
連絡に活用しますので、ぜひ調査にご協力ください。
　本調査は原則として3年に一度実施しています。調査の
詳細は次のとおりです。
問▢ 長寿応援課シニア活躍支援係

☎3647-9468、℻3647-9247

●皆さんの大切な個人情報は厳重に保管されます。
●訪問調査を行う民生委員には、民生委員法により守秘義務が課せられています。
●民生委員は江東区長が発行した身分証明書を携帯しています。
●対象者に対して署名や押印を求めたり、費用を請求することはありません。

　
自
立
が
困
難
な
ひ
と
り
親
家
庭
の

母
親
、
父
親
の
支
援
と
し
て
、
就
労

支
援
に
関
す
る
給
付
金
支
給
を
は
じ

め
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。

給
付
金
の
支
給

　
経
済
的
自
立
を
目
指
し
修
業
す
る

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
親
、
父
親
を
支

援
す
る
た
め
、「
高
等
職
業
訓
練
促

進
給
付
金
」
と
「
自
立
支
援
教
育
訓

練
給
付
金
」
の
2
種
類
の
給
付
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
給
付
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
生

活
応
援
課
で
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

人▢
20
歳
未
満
の
こ
ど
も
を
扶
養
す

る
母
親
ま
た
は
父
親
で
、
児
童
扶
養

手
当
受
給
者
お
よ
び
同
等
の
所
得
水

準
の
方

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　
安
定
し
た
生
活
を
営
む
た
め
に
、

就
職
に
有
利
で
収
入
増
に
役
立
つ
資

格
取
得
を
目
指
す
ひ
と
り
親
家
庭
の

母
親
、
父
親
に
対
し
、
養
成
機
関
で

の
修
業
期
間
中
の
生
活
費
の
負
担
を

軽
減
す
る
目
的
で
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。

人▢
看
護
師
、介
護
福
祉
士
、保
育
士
、

理
学
療
法
士
、
美
容
師
等
の
資
格
取

得
の
た
め
、
1
年
以
上
養
成
機
関
で

修
業
し
（
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教

育
訓
練
給
付
の
情
報
関
係
の
指
定
講

座
を
受
講
す
る
場
合
は
6
か
月
以

上
）、
資
格
取
得
が
見
込
ま
れ
る
方

○ 
訓
練
促
進
給
付
金

﹇
支
給
対
象
期
間
﹈申
請
の
あ
っ
た
月

か
ら
修
業
期
間
の
全
期
間
の
う
ち
最

大
48
か
月

﹇
支
給
額
﹈住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

は
月
額
1
0
0
、0
0
0
円
、
そ
れ

以
外
の
方
は
月
額
7
0
、5
0
0
円

（
修
業
期
間
の
最
後
の
12
か
月
は
、

月
額
4
0
、0
0
0
円
増
額
）

○ 

訓
練
修
了
支
援
給
付
金

養
成
訓
練
修
了
後
に
一
時
金
と
し
て
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
5
0
、

0
0
0
円
、
そ
れ
以
外
の
方
は
2
5
、

0
0
0
円
を
支
給
（
養
成
訓
練
の
修

了
日
よ
り
30
日
以
内
に
要
申
請
）

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　
就
労
に
役
立
て
る
た
め
に
必
要
な

教
育
訓
練
講
座
を
受
講
し
た
場
合
、

負
担
し
た
受
講
料
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

﹇
支
給
額
﹈支
払
っ
た
費
用
の
60
％
に

相
当
す
る
額
（
上
限
あ
り
）
※
1
2
、

0
0
0
円
以
下
は
対
象
外
（
雇
用
保

険
制
度
か
ら
教
育
訓
練
給
付
金
の
支

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
は
、

右
記
の
金
額
か
ら
雇
用
保
険
制
度
で

支
給
さ
れ
る
額
を
差
し
引
い
た
金
額

と
な
り
ま
す
）

﹇
対
象
と
な
る
講
座
・
資
格
﹈雇
用
保

険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付
指
定
教
育

訓
練
講
座
等
。
具
体
的
な
講
座
・
資

格
に
つ
い
て
は
、
教
育
訓
練
給
付
制

度
検
索
シ
ス
テ
ム
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

生
活
全
般
の
相
談
・
支
援

　
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
が
、
ひ

と
り
親
家
庭
の
母
親
、
父
親
が
抱
え

る
経
済
的
な
悩
み
、
こ
ど
も
の
就
学

問
題
な
ど
、
生
活
の
相
談
に
応
じ
支

援
し
ま
す
。

母
子
生
活
支
援
施
設

　
18
歳
未
満
の
こ
ど
も
の
養
育
が
十

分
に
行
え
な
い
母
子
家
庭
が
入
所
で

き
る
施
設
で
す
。
将
来
の
生
活
安
定

や
自
立
に
向
け
て
支
援
が
必
要
な
方

が
対
象
と
な
り
ま
す（
要
審
査
）。
一

人
で
悩
ま
ず
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

母
子
お
よ
び
父
子
福
祉
資
金
の

貸
付

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
親
、
父
親
等

を
対
象
に
、
経
済
的
に
自
立
し
て
安

定
し
た
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な

資
金
を
お
貸
し
し
ま
す
（
要
審
査
）。

﹇
資
金
の
種
類
﹈修
学
資
金
、
就
学
支

度
資
金
、
転
宅
資
金
な
ど
12
種
類
の

資
金
が
あ
り
、
貸
付
限
度
額
・
据
置

期
間
・
償
還
期
限
が
資
金
に
よ
り
異

な
り
ま
す
。

人▢
都
内
に
6
か
月
以
上
（
修
学
資

金
、
就
学
支
度
資
金
は
期
間
を
問
い

ま
せ
ん
）
お
住
ま
い
の
ひ
と
り
親
家

庭
の
母
親
、
父
親
等
で
、
20
歳
未
満

の
こ
ど
も
を
扶
養
し
て
い
る
方

問▢
生
活
応
援
課
母
子
・
父
子
自
立

支
援
員

 

☎（
3
6
4
7
）7
5
1
2

 

℻（
3
6
4
7
）7
5
2
2

▲ 教育訓練給
付制度検索
システム

昭和24年9／1以前に生まれた方のうち
●75歳以上のひとり暮らしの方
●75歳以上の方のみ（2人以上）で暮らしている世帯
※ 75歳以上の方でも、74歳以下の方と同居されている方

や区の見守りサービスを利用している方、ヘルパー・デ
イサービス等の介護保険サービスを利用している方な
どは調査の対象外となります。

　担当の民生委員が事前にチラシを投函する等の方法
で、訪問予定日時をお知らせします。その後、民生委
員が訪ねて聞き取り調査を行います。
※ 都合が合わない場合は、チラシに記載されている担当民生

委員までご連絡ください。

民生委員による訪問調査 
（ひとり暮らしの方）

▲送付される封筒

郵送調査（高齢の方のみ（2人以上）の世帯、民生委員
不在地区のひとり暮らしの方）

　宛名用紙裏面の「記入例」
を参考に、調査票にご回答
ください。記入後「調査票
送付用封筒」に入れて、ポ
ストに投函してください

（切手は不要）。

調査対象

調査方法


